
児
童
手
当

　15
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31

日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。（
日
本
国
内
に
居
住
す
る
場
合
）

○
支
給
額（
月
額
）

・
0
歳
か
ら
3
歳
未
満

　1
5
，
0
0
0
円（
一
律
）

・
3
歳
以
上
小
学
校
修
了
前

　1
0
，
0
0
0
円

　（第
3
子
以
降
は
1
5
，
0
0
0
円
）

・
中
学
生
　1
0
，
0
0
0
円（
一
律
）

・
所
得
制
限
限
度
額
以
上
、

　
　
　所
得
上
限
限
度
額
未
満（
特
例
給
付
）

　5
，
0
0
0
円（
一
律
）

・
所
得
上
限
限
度
額
以
上

　支
給
さ
れ
ま
せ
ん

※
主
た
る
生
計
維
持
者
の
所
得
が
所
得
上
限

限
度
額
以
上
の
場
合
、
児
童
手
当
な
ど
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。
支
給
さ
れ
な
く
な
っ
た
後

に
所
得
が
上
限
限
度
額
を
下
回
っ
た
場
合

は
、
あ
ら
た
め
て
申
請
が
必
要
で
す

※
公
務
員
の
人
は
勤
務
先
で
手
続
を
し
て
く

だ
さ
い

※
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
と
き
、
公
務

員
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
市
と
勤
務
先
に

届
出
が
必
要
で
す

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当

　児
童（
18
歳
到
達
年
度
の
末
日（
一
定
基
準

以
上
の
障
害
の
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）ま

で
）を
監
護
す
る
母
、
児
童
を
監
護
し
生
計

を
同
じ
く
す
る
父
、
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
手

当
の
対
象
に
な
る
児
童
は
、
ひ
と
り
親
も
し

く
は
ひ
と
り
親
に
相
当
す
る
状
態
に
あ
る
児

童（
父
母
が
離
婚
し
て
い
る
・
父
ま
た
は
母

が
一
定
基
準
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児

童
な
ど
）で
す
。

○
支
給
額
　令
和
5
年
4
月
〜（
月
額
）

全
部
支
給
の
場
合

第
1
子
　4
4
，
1
4
0
円

第
2
子
　1
0
，
4
2
0
円

第
3
子
　
　6
，
2
5
0
円

一
部
支
給
の
場
合

所
得
に
応
じ
て
手
当
額
が
決
ま
り
ま
す
。

※
受
給
資
格
者
、
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
限

度
額
以
上
の
場
合
は
、
そ
の
年
度
の
手
当
の

一
部
ま
た
は
全
部
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

※
受
給
資
格
要
件
や
、
所
得
制
限
限
度
額
な

ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
8
月
に
現
況

届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

②
電
気
柵
な
ど
で
防
衛
す
る

×
柵
の
な
い
田
畑

③
隠
れ
場
や
逃
げ
場
を
な
く
す

×
ヤ
ブ
に
な
っ
た
放
棄
地（
田
畑
・
空
き

家
・
山
林
）

④
地
域
の
皆
で
追
い
払
い
を
行
う

〇
音
を
立
て
な
が
ら
、
人
が
近
づ
く

※
安
全
の
た
め
、
ベ
ニ
ヤ
板
な
ど
盾
に
な

る
も
の
や
、
パ
チ
ン
コ
な
ど
武
器
に
な

る
も
の
を
用
意
し
ま
し
ょ
う

電
気
柵
を
効
果
的
に
使
用
す
る

①
断
線
・
漏
電
さ
せ
な
い

〇
電
線
に
草
木
が
触
れ
て
な
い

②
電
気
が
流
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る

〇
動
物
の
足
が
土
に
触
れ
る

　（コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
は

電
気
が
流
れ
に
く
い
た
め
）

③
常
に
電
気
を
流
し
て
お
く

〇
電
源
を
入
れ
な
い
と
き
は
、
柵（
電
線
）

を
片
付
け
る

自
己
防
衛
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

■
電
気
柵
等
防
除
資
材
の

　
　
　
　購
入
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す

対
象
▼

・
市
内
の
農
地
を
所
有
、
ま
た
は
借
り
て
耕

作
し
て
い
る
人

　（賃
借
は
農
業
委
員
会
に
届
け
、
賃
貸
借

契
約
を
結
ん
で
い
る
こ
と
）

・
過
去
7
年
以
内
に
同
制
度
に
よ
る
補
助
を

受
け
て
い
な
い
土
地

・
原
則
、
受
益
者
が

2
戸
以
上
で
申
請

補
助
金
額
▼

・
資
材
の
購
入
費
に
対
し
て
半
額

　（補
助
上
限
額
は
1
2
5
，
0
0
0
円
、

1
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

■
わ
な
猟
免
許
取
得
等
費
用
の

　
　
　
　
　
　補
助
制
度
が
あ
り
ま
す

・
わ
な
猟
免
許
申
請
手
数
料

・
わ
な
猟
免
許
を
取
得
し
て
初
め
て
の
狩
猟

者
登
録
手
数
料

・
予
備
講
習
受
講
者
負
担
金（
受
講
し
た
人

の
み
）

（
補
助
率
は
3
／
4
以
内
、
1
0
0
円
未
満

は
切
り
捨
て
）

　補
助
制
度
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
や
詳
し

い
申
請
方
法
な
ど
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
狩
猟
税
の
補
助
は
あ
り
ま
せ
ん

有
害
鳥
獣
の
捕
獲
に
つ
い
て

■
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
の
捕
獲

　わ
な
猟
免
許
所
持
者
は
市
に
申
請
す
る
こ

と
で
、
猟
期
外
に
お
い
て
も
捕
獲
が
許
可
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す（
条
件
：
自
己
所
有

地
の
被
害
防
止
が
目
的
で
あ
り
、
捕
獲
檻
を

用
い
た
捕
獲
に
限
る
）。

■
ア
ラ
イ
グ
マ
や
タ
ヌ
キ
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　小
動
物
の
捕
獲

　わ
な
猟
免
許
を
所
持
し
て
い
な
い
人
で

も
、
市
に
申
請
す
る
こ
と
で
捕
獲
が
許
可
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す（
条
件
：
所
有
す
る

建
物
へ
の
被
害
防
止
が
目
的
で
あ
り
、
小
型

捕
獲
檻
を
用
い
た
捕
獲
に
限
る
）。

ク
マ
出
没
に
注
意

　ク
マ
は
山
中
に
餌
が
少
な
く
な
る
夏
頃
か

ら
、
大
量
の
食
糧
が
必
要
に
す
る
冬
眠
前
ま

で
、
里
山
に
出
没
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　令
和
4
年
度
で
は
4
〜
9
月
に
50
件
を
超

え
る
目
撃
な
ど
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　山
や
川
沿
い
、
田
畑
な
ど
で
作
業
す
る
と

き
は
、
人
間
の
存
在
を
知
ら
せ
る
と
と
も

に
、
い
ざ
と
い

う
時
の
た
め
に

ク
マ
撃
退
ス
プ

レ
ー
の
携
帯
も

お
考
え
く
だ
さ

い
。

　人
間
が
使
用
し
な
い

果
物
は
野
生
動
物
の
絶

好
の
エ
サ
に
な
り
ま

す
。　木

に
成
っ
て
い
る
実
は
サ
ル
や
ク

マ
が
、
落
ち
た
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

動
物
が
寄
っ
て
き
ま
す
。

　野
生
動
物
を
寄
せ
な
い
、
増
や
さ
な
い
た

め
に
、
不
要
な
カ
キ
や
ク
リ
、
ユ
ズ
な
ど
は

実
の
成
る
前
に
早
め
に
伐
採
し
ま
し
ょ
う
。

出
会
わ
な
い
た
め
に

　外
出
時
に
は
鈴
や
ラ
ジ
オ
で
音
を
鳴
ら

し
、
人
間
の
存
在
を
知
ら
せ
る
。

出
会
っ
て
し
ま
っ
た
ら

　慌
て
ず
、
静
か
に
見
つ
め
合
っ
た
ま
ま
後

退
し
、
そ
の
場
を
離
れ
る
。

野
生
動
物
を
近
寄
ら
せ
な
い
･

　
　
　
　
　棲
み
つ
か
せ
な
い

①
食
べ
物
の
匂
い
を
さ
せ
な
い

×
畑
に
廃
棄
野
菜
や
生

ご
み
を
放
置

×
野
菜
や
果
樹
を
放
置

×
ペ
ッ
ト
の
残
飯
や
フ

ン
を
放
置

特
別
児
童
扶
養
手
当

　心
身
に
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母（
ど
ち
ら
か

所
得
の
高
い
人
が
受
給
者
に
な
り
ま
す
）、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て

い
る
人
に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
　

○
支
給
額
　令
和
5
年
4
月
〜（
月
額
）
　

1
級
…
5
3
，
7
0
0
円

2
級
…
3
5
，
7
6
0
円

※
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
場
合
や
、
障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
を

受
給
で
き
る
場
合
は
、
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

せ
ん

※
受
給
資
格
者
や
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
な

ど
の
所
得
に
応
じ
て
、
そ
の
年
度
の
手
当
の

全
部
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

※
受
給
資
格
要
件
、
障
害
の
程
度
、
所
得
制

限
限
度
額
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

※
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
8
月
に
所
得

状
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　手
当
の
支
給
は
原
則
と
し
て
申
請
の
翌
月

分
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　な
お
、
受
給
中
に
次
の
事
由
が
生
じ
た
と

き
は
手
続
が
必
要
で
す
。

・
住
所
や
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

・
対
象
児
童
が
増
え
た
と
き
、
減
っ
た
と
き

・
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
　な
ど

※
手
続
が
遅
れ
る
と
手
当
が
受
給
で
き
な
い

月
が
生
じ
た
り
、
受
給
し
た
手
当
を
返
還
し

て
も
ら
う
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い

障
害
児
福
祉
手
当

対
象
児
：
在
宅
で
重
度
の
障
害
が
あ
り
、
日

常
生
活
で
常
時
介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の

人
。
た
だ
し
、
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給

付
を
受
け
て
い
る
人
や
社
会
福
祉
施
設
な
ど

へ
入
所
中
の
人
は
除
き
ま
す
。

支
給
額
：
月
額
1
5
，
2
2
0
円

（
令
和
5
年
4
月
〜
）

特
別
障
害
者
手
当

対
象
者
：
在
宅
で
著
し
く
重
度
の
障
害
が
あ

り
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
が
必
要

な
20
歳
以
上
の
人
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
施

設
な
ど
へ
入
所
中
や
病
院
に
3
か
月
以
上
入

院
し
て
い
る
人
は
除
き
ま
す
。

支
給
額
：
月
額
2
7
，
9
8
0
円

（
令
和
5
年
4
月
〜
）

※
障
害
児
福
祉
手
当
は
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
と
あ
わ
せ
て
受
給
で
き
ま
す

※
受
給
資
格
者
や
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
な

ど
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
、
手
当
の
全
額

が
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

※
受
給
さ
れ
て
い
る
人
は
、
毎
年
8
月
に
所

得
状
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

※
受
給
資
格
要
件
、
障
害
の
程
度
、
所
得
制

限
限
度
額
な
ど
詳
し
く
は
問
合
せ
く
だ
さ
い

　受
給
中
に
次
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
手

続
き
が
必
要
で
す
。

・
病
院
・
老
人
保
健
福
祉
施
設
・
障
害
者
支

援
施
設
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
へ

入
院
ま
た
は
入
所
し
た
と
き

・
受
給
者
が
、
死
亡
ま
た
は
転
出
し
た
と
き

・
症
状
が
回
復
し
、
受
給
程
度

に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

※
各
手
当
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

児
童
・
福
祉
に
関
す
る
手
当
の
ご
案
内

本本松
子
ど
も
課
子
ど
も
育
成
係
（
☎
内
線
１
１
６
４
）

福
祉
課
障
害
福
祉
係
（
☎
内
線
１
１
５
９
）

住
民
福
祉
課
福
祉
子
ど
も
係
（
☎
内
線
２
１
５
３
）

N
EW
S

野
生
動
物
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ

松
農
林
課
林
政
鳥
獣
対
策
係
（
☎
内
線
2
6
1
7
・
2
6
1
8
・
2
6
1
9
）

N
EW
S
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